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　朝日町では、鳥獣による農作物被害が増加してお
り、農作物の収穫減少や農地の掘起しは農業者の耕
作意欲を低下させるだけでなく、荒廃農地の増加に
つながる大きな要因になっています。また、近年は
中山間部の農地だけでなく住居近くでの目撃もあり、
人的被害も心配な状況にあり、農地も含め集落全体
を守る対策が必要な状況にあります。
　豊かで安全な暮らしを守るためには、住民が集落
内の鳥獣被害を自らの課題としてとらえ、町と協力
しながら鳥獣対策をすることが必要だと考えられま
す。そのため、地域の被害状況を調査し、地域住民
と一緒に鳥獣害対策に取り組んでいただける意欲の
ある人材を募集します。ぜひお問い合わせください。

▶募集人員　
　１名
▶活動内容　
　〇集落の巡回、鳥獣被害の状況把握、課題解決の
　　糸口に向けた取り組みの支援　　　　　　　　
　〇地域の実状に応じた鳥獣対策を進める活動の支援
　〇その他鳥獣対策に関すること
▶募集期限　
　８月 23 日（金 )

▶雇用期間　
　採用日から令和７年３月 31 日
　※翌年度以降は、実務実績をふまえ、継続して
　　委託する場合があります。
▶勤務場所　
　朝日町役場ほか
▶委  託  料
　月額 250,000 円
▶応募資格
　〇鳥獣被害対策に対して意欲と情熱を持っている方
　〇パソコンの一般的操作が可能な方
　〇普通自動車免許を所持している方
　〇町内在住の方又は町内へ住所を移し居住できる方
▶応募方法
　事前連絡の上、受験申込等必要書類を揃え、下記
へ提出ください。( 申込用紙は、町ホームページから
ダウンロード可能 ) 
▶試  験  等
　申し込み状況をふまえて、書類選考、面接試験を
実施します。

▶申込・問合せ先
　農林振興課 事業係　
　☎６７- ２１１４

朝日町集落支援員（鳥獣被害対策員）を募集します

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国
一斉に情報伝達試験が実施されます。防災行政無線
から、一斉に試験放送が流れますので、災害と間違
わないようにお願いいたします。

▶放送日時
　８月 28 日（水）午前 11 時頃

▶放送内容
　上りチャイム音
　「これは、Ｊアラートのテストです。」×３
　「こちらは防災朝日です。」
　下りチャイム音

▶問合せ先　総務課 危機管理対策室　☎６７-２１１１

全国瞬時警報システム一斉情報伝達試験のお知らせ



●８月 13 日～ 16 日までは午前診療となり、８月 13 日（火）、15 日（木）の眼科は休診となります。
●８月 13 日（火）の北部診療所は休診となります。
●発熱や風邪症状のある方、コロナ陽性の方と同居されている方は、来院前に必ず電話連絡をお願いします。
●ご来院の際はマスク着用をお願いします。
●受付時間
　午前 11 時 30 分まで　※月曜日の肝臓外来受付は午後２時 30 分まで（診察は午後 1 時 30 分から）

※循環器外来受付は午前 11 時まで
　　　　　　　　　　　※眼科外来受付は午後 3 時 30 分まで（診察は午後２時から）

▶問合せ先　　町立病院　☎６７- ２１２５

町立病院　外来診察予定表
日 月 火 水 木 金 土

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後
8/9 8/10

内科
循環器

整形
8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17

休日当番医 休日当番医
内科
糖尿
外科

内科 内科 内科
循環器

8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24
内科
整形 肝臓

内科
糖尿
外科

眼科 内科 内科 眼科
内科

循環器
整形

8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31

休日当番医 内科 肝臓
内科
糖尿
外科

眼科 内科 内科 眼科 内科
循環器

町長と語る日
▶期　日　９月 12 日（木）
　※時間を設定したい方はご連絡ください。
▶問合せ先　総務課 総務係　☎６７- ２１１１

総 合 相 談
( 心配ごと・行政・人権・婦人 )

▶期　日　９月５日（木）、19 日（木）
▶時　間　午後１時～午後３時
▶場　所　開発センター １階 打合室１

心配ごと相談
▶期　日　９月 26 日（木）
▶時　間　午後１時～午後３時
▶場　所　開発センター １階 打合室１

母子父子・子育てなど児童関係の相談
▶期　日　９月 12 日（木）
▶時　間　午後１時～午後３時
▶場　所　開発センター １階 打合室１

「社会福祉士による介護とくらし相談」
▶期　間　　９月 18 日（水）
▶時　間　　午前 10 時～正午（来所相談）

　午後１時～午後４時
　（訪問相談及び事例検討など）

▶場　所　　開発センター 1 階 打合室
▶問合せ先　健康福祉課 地域包括支援センター

　☎６７- ２１５６

９月の各種相談日



▶期　日
　９月 15 日（日）雨天決行
　【受　付】　午後０時 30 分～午後１時
　【プレー】　午後１時 30 分～午後４時 30 分
▶場　所
　見晴らしの丘（西部公民館周辺芝生広場）
▶募集人数
　100 人（定員になり次第、申込みを締め切ります）
▶参加料
　500 円
▶申込方法
　①男子の部　１位～６位
　②女子の部　１位～６位
　③総合の部　総合優勝のみ
　その他ホールインワン賞、飛賞を授与

▶持ち物
　クラブ、ボール、マーカー及び雨具は各自携行し
　てください。なお、クラブ、ボールを持っていな
　い方には大会本部で貸し出します。
▶申込方法
　８月 30 日（金）まで参加料を添えて、創遊館・西
部公民館・秋葉山交遊館のいずれかへ直接お申し込
みください。開催要項及び参加申込書は上記に準備
してあります。

▶問合せ先
　町グラウンド・ゴルフ協会事務局　
　佐々木 辰一　
　☎０９０- ２６０７- ５５１１

第 64 回朝日町民グラウンド・ゴルフ大会【令和６年秋の陣】

▶利用助成を受けることができる方
　病児・病後児保育の利用日において朝日町に住所
　を有する保護者
▶対象経費
　病児・病後児保育を利用した対象児童の保護者等
　が払う費用（※飲食費および延長料金等を除く）
▶申請方法
　以下の書類を持参のうえ、右記窓口に申請してく  
　ださい。
　①利用した際の利用料領収書（原本）
　②指定口座の通帳の写し

▶助成金額
１日あたり利用料の半額（上限 1,000 円）

▶その他
山形市連携中枢都市圏の連携により広域利用が可

　能になっています。詳細は町ホームページをご覧
　ください。

▶申請・問合せ先
　健康福祉課 子育て支援係
　☎８４- ７７５５

朝日町病児・病後児保育利用助成金について

▲町ホームページ

　国と県では、9 月１日～ 10 日を屋外広告物適正
化旬間と定め、適正に屋外広告物の管理をしてい
ただくよう指導、啓発活動の強化を実施します。
　近年、老朽化による屋外広告物の落下や倒壊等、
重大な事故が発生しています。安全できれいな街
並みづくりのため、屋外広告物の常日頃の安全点検
と管理をお願いします。

▶問合せ先
村山総合支庁 西村山建設総務課　
☎８６- ８３７７

屋外広告物の点検をお願いします
　町民の皆さんからいた民具の中から、養蚕に使用
した民具を展示します。
　様々な民具から当時の生活を感じてみませんか？

▶期　　間　８月 21日（水）～９月８日（日）まで
▶場　　所　創遊館 1 階　ギャラリー
▶そ の 他　使われなくなった民具がありましたら    
　　　　　　下記までご連絡ください。

▶問合せ先　教育文化課 生涯学習係
　　　　　　☎６７- ２１１８

昔懐かしい民具をご覧ください
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▶開館日時
　午前 10 時～午後５時（月曜日）
　午前 10 時～午後３時 30 分（火～金曜日）

　おしゃべりや健康体操、麻雀、将棋、カラオケな
どをしながら交流をたのしみませんか？どなたでも
気軽に利用できます。

▶リメイク教室のお知らせ
　９月 18 日（水）午後１時～午後３時　
　受講料無料
▶毎週木曜日はリバイバルダンスの日

昭和、平成のヒットソングにのせて
　楽しく脳を活性化、楽しく踊って健康長寿。
▶健康麻雀教室
　９月13日（金）、27日（金）　午前10 時～午後３時

どなたでも歓迎。参加をお待ちしています。
▶女性麻雀教室
　９月３日（火）、17 日（火）　午前 10 時～正午

どなたでも興味のある方、お待ちしております。
▶毎週水・木曜日はスマホ使い方相談会

予約不要・相談料無料です。
お気軽にお越しください。

▶問合せ先
　みんなの居場所 すぽっと　☎８４- ０２０２

みんなの居場所 すぽっと９月の開館予定表

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

▶児童扶養手当
　両親が離婚した・父または母が亡くなった・父ま
たは母が一定以上の障がい状態にある等の児童（18
歳になった年度末まで、障がい児は 20 歳未満）を
養育している方に対して支給されます。ただし、公
的年金 ( ※ ) を受給している方や一定以上の所得が
ある方は支給されない場合がありますので、詳細は
お問合せください。

（※） 遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償など

▶特別児童扶養手当
　知的または身体に障がいがある児童（20 歳未満）
を養育している方に支給されます。ただし、一定以
上の所得がある方は支給されない場合がありますの
で、詳細はお問合せください。

▶問合せ先
　健康福祉課 子育て支援係　☎８４- ７７５５

児童扶養手当・特別児童扶養手当のお知らせ

　山交バス（宮宿 - 寒河江・谷地線）のルート変更
に伴い、10 月 1 日より、運賃の一部変更が検討され
ています。つきましては、当該運賃変更についての
ご意見を募集しております。ご意見のある方は回答
をお願いいたします。変更の詳細や回答方法等、詳
しくは二次元バーコードからご覧ください。

▶意見募集期間
　８月 16 日（金）まで

▶問合せ先
　政策推進課 地域振興係
　☎６７- ２１１２

山交バス（宮宿 - 寒河江・谷地線）運賃変更に係る意見募集

▲町ホームページ


